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○

社
会
教
育
主
事
講
習
等
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第
十
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

（
講
習
の
受
講
資
格
者
）

第
二
条

講
習
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

第
二
条

講
習
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
と
す

も
の
と
す
る
。

る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
受
講
申
込
）

第
二
条
の
二

（
略
）

第
二
条
の
二

（
略
）

（
科
目
の
単
位
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

（
単
位
の
計
算
方
法
）

第
六
条

講
習
に
お
け
る
単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文

第
六
条

講
習
に
お
け
る
単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部

部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
各
号
及
び
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（

省
令
第
二
十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項

各
号
及
び
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭

昭
和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
基
準
に

和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
る

よ
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
単
位
修
得
の
認
定
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

講
習
を
行
う
大
学
そ
の
他
の
教
育
機
関
は
、
受
講
者
が
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に

３

講
習
を
行
う
大
学
そ
の
他
の
教
育
機
関
は
、
受
講
者
が
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に

定
め
る
学
修
で
、
第
三
条
に
規
定
す
る
科
目
の
履
修
に
相
当
す
る
も
の
を
行
つ
て
い

定
め
る
学
修
で
、
第
三
条
に
規
定
す
る
科
目
の
全
部
又
は
一
部
の
履
修
に
相
当
す
る
も
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る
場
合
に
は
、
当
該
学
修
を
当
該
科
目
の
履
修
と
み
な
し
、
当
該
科
目
の
単
位
の
認

の
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
学
修
を
当
該
科
目
の
全
部
又
は
一
部
の
履
修
と
み

定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
し
、
当
該
科
目
の
単
位
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
修
了
証
書
の
授
与
）

第
八
条

講
習
を
行
う
大
学
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
長
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
九

第
八
条

講
習
を
行
う
大
学
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
長
は
、
第
三
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

単
位
以
上
の
単
位
を
修
得
し
た
者
に
対
し
て
、
講
習
の
修
了
証
書
を
与
え
る
も
の
と

従
い
九
単
位
以
上
の
単
位
を
修
得
し
た
者
に
対
し
て
、
講
習
の
修
了
証
書
を
与
え
る
も

す
る
。

の
と
す
る
。

２

講
習
を
行
う
大
学
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
修
了
証
書

２

講
習
を
行
う
大
学
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
講
習
の
修
了

を
与
え
た
と
き
は
、
修
了
者
の
氏
名
等
を
文
部
科
学
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

証
書
を
与
え
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
を
文
部
科
学
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

（
講
習
の
委
嘱
）

第
八
条
の
二

法
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
が
大
学
そ
の
他

第
八
条
の
二

法
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
が
大
学
そ
の
他
の

の
教
育
機
関
に
講
習
を
委
嘱
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
職
員
組
織
、
施
設
及
び
設
備
の

教
育
機
関
に
講
習
を
委
嘱
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
職
員
組
織
、
施
設
及
び
設
備
の
状
況

状
況
並
び
に
受
講
者
に
係
る
地
域
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
講
習
を
委
嘱
す
る
の
に
適

並
び
に
受
講
者
に
係
る
地
域
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
講
習
を
委
嘱
す
る
の
に
適
当
と
認

当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
講
習
の
科
目
、
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
指

め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
講
習
の
科
目
、
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
指
定
し
て
行

定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

う
も
の
と
す
る
。

（
実
施
細
目
）

第
九
条

受
講
者
の
人
数
、
選
定
の
方
法
並
び
に
講
習
を
行
う
大
学
そ
の
他
の
教
育
機

第
九
条

受
講
者
の
人
数
、
選
定
の
方
法
並
び
に
講
習
を
行
う
大
学
そ
の
他
の
教
育
機
関

関
、
講
習
の
期
間
そ
の
他
講
習
実
施
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
毎
年
官
報
で
公
告
す
る

、
講
習
の
期
間
そ
の
他
講
習
実
施
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
毎
年
官
報
で
告
示
す
る
。
た

。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
宜
な
方
法
に
よ
つ
て
公
示
す
る
も

だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
宜
な
方
法
に
よ
つ
て
公
示
す
る
も
の
と
す

の
と
す
る
。

る
。

第
二
章

（
略
）

第
二
章

（
略
）

第
十
条

改
正
法
附
則
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
べ
き
も

第
十
条

改
正
法
附
則
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
べ
き
も
の

の
と
さ
れ
て
い
る
学
校
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

と
さ
れ
て
い
る
学
校
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

（
略
）

第
三
章

（
略
）
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第
十
一
条

法
第
九
条
の
四
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
大
学
に
お
い
て
修
得
す
べ
き
社
会

第
十
一
条

法
第
九
条
の
四
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
大
学
に
お
い
て
修
得
す
べ
き
社
会

教
育
に
関
す
る
科
目
の
単
位
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

教
育
に
関
す
る
科
目
の
単
位
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
す
べ
き
科
目
の
単
位
の
う
ち
、
す
で
に
大
学
に
お
い
て

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
す
べ
き
科
目
の
単
位
の
う
ち
、
す
で
に
大
学
に
お
い
て
修

修
得
し
た
科
目
の
単
位
は
、
こ
れ
を
も
つ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
す
べ
き
科

得
し
た
科
目
の
単
位
（
こ
れ
に
準
ず
る
科
目
の
単
位
を
含
む
。
）
は
、
こ
れ
を
も
つ
て

目
の
単
位
に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
前
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
す
べ
き
科
目
の
単
位
に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


